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○八木会長  ただいまから第５回食料・農業・農村政策審議会を開催いたします。  

 本日は、江頭委員、生源寺委員、豊田委員、平野委員、日和佐委員、増田委員、それから立花

専門委員、虫明専門委員が所用によりご欠席となっております。  

 本日は、「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策」を議題として審議を行うこと

としたいと存じます。  

 審議は公開されており、一般公募によって４名の傍聴者の方がおみえであります。  

 なお、会議は12時ごろまでを予定しております。円滑な議事の進行に努めてまいりたいと思いま

すので、皆様方よろしくお願いいたします。  

 初めに、北村農林水産副大臣からごあいさつをいただく予定でございましたが、本日、公務のご

都合で副大臣がおくれてこられます。ご到着次第ごあいさつをいただくこととし、議事を先に進め

たいと思います。  

 本日の総会における審議事項であります「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村

施策」（案）についての諮問を、大島農林水産大臣にかわり、渡辺事務次官からお願いいたしま

す。  

○渡辺事務次官  おはようございます。事務次官の渡辺でございます。大臣にかわりまして、諮

問文を読ませていただきます。  

   

 食料・農業・農村政策審議会会長 八木 宏典殿  

                           農林水産大臣 大島 理森  

   

     平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策について  

 標記について、食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）第14条第３項の規定に基づ

き、貴審議会の意見を求める。  

   

 よろしくお願いいたします。  

    （諮問授与）  

○八木会長  それでは、ただいま大島農林水産大臣から諮問のございました「平成15年度にお

いて講じようとする食料・農業・農村施策」（案）につきまして、審議を進めてまいりたいと思いま

す。  

 まず、事務局から諮問案についての説明をお願いします。  

○皆川企画評価課長  企画評価課長の皆川でございます。着席のままご説明をさせていただき

たいと思います。今日ご説明する資料、何部かございますけれども、特に参考資料１「平成14年度

食料・農業・農村の動向に関する年次報告」の要旨（案）という横長の紙を中心にご説明させてい

ただきたいと思います。同時に、配られております中に、動向編の本体でございます参考資料２、

あと資料としてございます「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策（案）」という

のがございますが、これも適宜参照しながらということで、よろしくお願いいたしたいと思います。  

 「動向」編について中心に説明するということでございますけれども、諮問事項自体は、あくまで



も「講じようとする施策について」ということでございますが、この講じようとする施策を、どのように

事態を分析して講じようとするというところに至ったかということで「動向」編というものが非常に注

目されておりますので、これを中心にご説明をさせていただきたいということでございます。  

 まず概要の要旨の目次をお開きいただきたいと思います。全体の構成でございますけれども、

まず「はじめに」がございまして、あとに「トピックス」ということで７項目ばかり、最近の食料・農業・

農村に関します話題をご紹介しております。章といたしましては３章構成になっておりまして、「食

料の安定供給システムの構築」ということで、食料・農業・農村基本法という法律の食料の部分に

該当する部分、これが第Ⅰ章になっております。第Ⅱ章が「構造改革を通じた農業の持続的発

展」ということで、農業の部分の記述でございます。Ⅲ章が「活力ある美しい農村と循環型社会の

実現」ということで、農村の部分の記述ということで、この３章の構成になっております。  

 １ページをおめくりいただきまして、「はじめに」は飛ばしまして、２ページ以降に「トピックス」とい

うことで７項目ばかりご紹介させていただいておりますが、まず第１項目めが「食品の安全性確保

とリスク分析」ということでございます。昨今、さまざまな食品の安全性に関する問題が国民的な

関心を呼んだわけでございまして、これにつきまして、特にリスク分析と呼ばれる手法を用いて実

践していくということにつきまして、解説をさせていただいているということでございます。  

 右下にございますが、『「食」の安全性の確保に向けた取組み』ということで、今回、食品安全基

本法を初め、関係法律の改正なり整備をするということになっているわけでございます。  

 ３ページ目をおめくりいただきたいと思います。「デフレと食料消費等の関係」ということでござい

まして、特に最近では、４年連続で消費者物価が下落をしているということで、デフレの過程にあ

るということでございますが、その中で、食料消費というものがどう動いているかということを分析

しております。特になかなか厳しい家計事情を反映いたしまして、いわゆる食料品については安

いものを求めるという消費者行動が行われているということでございまして、食料品の消費者価格

は下落をしている。そういう中で、農業生産には大きな影響が出てきているというようなこと、さら

には、食料消費支出自体が５年連続の減少ということでございまして、昨今、14年度へ入ってから

少し増加傾向というようなことにもなっておりますけれども、非常にその動向が注視されるというこ

とについて書いてございます。  

 ４ページ目をおめくりいただきますと、「米政策改革大綱」ということで、昨年の12月３日に米政策

改革大綱を決定させていただいたわけでございますが、これに至りましたさまざまなことにつきま

して解説をしております。特に米生産を中心といたします土地利用型農業の構造改革というもの

のおくれが指摘されておりまして、これを改革していくということの必要性が特に高まっているとい

うことでございますが、この米政策につきまして、右にございますような「10の改革要点」ということ

について記述をさせていただいているということでございます。  

 ５ページ目をお開きいただきますと、これも昨年の12月のことでございましたけれども、「イネゲノ

ムの解読」ということで、いわゆるイネの遺伝子というものの配列につきまして、99.99％という精度

で解読が行われたということでございまして、これは日本が中心となって解読を成功させたという

ことでございますので、右側にございますように「イネゲノム解読終了宣言」というものは小泉総理

に行っていただいたということでございます。同様にヒトゲノムといったようなことがあったわけでご

ざいますが、これにつきましては、アメリカのクリントン大統領が解読終了宣言をしたわけでござい

ますが、イネゲノムにつきましては日本が中心となって行ったということでございます。今後、幅広

い知識を生かしまして、環境・医療等の幅広い分野での活用が望まれるということでございます。 

 ６ページをお開きいただきますと、これも昨年12月でございますが、バイオマスの総合戦略という

ことで、「バイオマス・ニッポン総合戦略」というものが閣議決定されたわけでございます。特に石

油資源等の枯渇というようなことがいわれる中で、循環型の社会の構築に向けて技術の開発、そ

れをどういう段階ごとに進めていくのかというようなことにつきまして、総合戦略というものを出した

わけでございます。これは後ほど、本編の方でもご説明させていただきたいと思います。  

 ７ページをお開きいただきたいわけでございますが、これはまだ終わってないわけでございます

が、３月16日から我が国、これは滋賀、京都というところで世界水フォーラムというものが開催され



るわけでございますが、これにあわせまして、ＦＡＯ（国連食糧農業機関）と農林水産省が共催い

たします「水と食と農」の大臣会議を開催するということでございます。食料供給の確保といったよ

うなこと、さらには21世紀の水問題の解決ということにつきまして、世界の40を超える農業関係大

臣をお招きいたしまして開催するということでございますので、これの会議の概要なり、そこで出ま

すさまざまなアピールにつきまして書かせていただきたいということでございます。  

 最後、７項目めに「ＷＴＯ農業モダリティ」ということで、これも３月末までの動向をみまして、これ

につきましては記述をさせていただきたいということでございます。  

 これが７つのトピックスということで、国民に農業・食料・農村につきましてご関心をもっていただく

という意味で、わかりやすくこういったトピックスについて記述をさせていただくということでござい

ます。  

 第Ⅰ章に入りまして「食料の安定供給システムの構築」ということで、『「食」の安全と安心の確

保』ということにつきましてでございます。８ページ目にございますように、食品安全行政というもの

を改革するということで、特に昨年来さまざまな「食」のいろいろな意味で国民に不安を与えるよう

な事案ということがあったわけでございますが、これを反省いたしまして、新しい体制で臨もうとい

うことで、右にございますように、現行組織、これは厚生労働省と農林水産省、それぞれ今担って

いるわけでございますが、新組織のもとにおきましては、食品のリスク評価につきましては内閣府

に置かれます食品安全委員会というところがリスクの評価を担うということでございまして、そのも

とで、厚生労働省と農林水産省が連携しながらリスク管理なりをしていくということでございます。

特に農林水産省の中では、今までは産業振興部門というところとリスク管理をするというところが

同じ部署であったわけでございますけれども、これを分離いたしまして、食品のリスク管理につき

ましては消費安全局という新局を立ち上げまして、そこで担っていただくというようなことでの機構

の改革をする予定でございます。これにつきまして、右の上の表でお示しをしているということでご

ざいます。  

 ９ページをお開きいただきたいと思います。こういった一連の食品に関するさまざまな問題の中

で、無登録農薬問題ということがあったわけでございまして、これにつきましては、こうした事態を

招いた原因の一つとして、やはり法制的な不備があったわけでございますので、昨年の臨時国会

でございますけれども、農薬取締法の改正が行われたということにつきまして、右側にございます

けれども、違反に対する罰則の強化ということを含めまして改正をさせていただいたということでご

ざいます。  

 食品表示の信頼性の回復ということでございますが、昨年の６月にＪＡＳ法を改正いたしまして、

違反業者名等の公表というものを迅速に行っていくといったようなことで取り組まさせていただい

たということを書いてございます。  

 今後、特に厚生労働省との連携のもとで、食品の表示ということにつきまして、いってみますと、

ばらばらにされているではないかといったようなことのご指摘もあったわけでございますが、共同

会議という中で、わかりやすい食品表示の実現に向けまして取り組んでいくということについて書

かせていただいております。  

 10ページをお開きいただきたいと思います。「食料消費をめぐる動き」ということでございますけ

れども、最近の食料消費の動向につきまして記述させていただいております。特に食料消費支出

自体が９年以降５年連続で低下しているというようなこと、さらには、その中身でございますけれど

も、家庭食というものと内食、中食といったような動向がどうなっているのかということにつきまして

記述をさせていただいております。特に最近では、市販の弁当ですとか調理食品といったような中

食が増加しているということでございます。  

 食生活の現状の中で、特に長期的に食の外部化が進展しているということ。さらには、栄養摂取

という面でみますと、右下のグラフにございますけれども、特にＰＦＣの供給熱量比率の推移という

ことでございますが、最近では、Ｆ：脂質でございますが、脂肪からのカロリー摂取がふえていると

いうことで、そのバランスというものが非常に懸念をされているということでございます。  

 11ページをお開きいただきたいと思います。食の外部化といったようなことですとか、そういった



ものの進展の中で、さらには「食」と「農」の距離が拡大しているということがいわれております。特

に最近では、若い世代ほど「食」に関する知識が低いということでございまして、そういう意味で

「食育」というものが非常に大事だということでございまして、文部科学省、厚生労働省、農林水産

省の３省で食育推進の連絡会議といったようなものも設置いたしまして、食育を推進しているとい

うことでございます。農林水産省では毎年１月を「食を考える月間」というようなことで各種の取組

を実施しているということでございます。  

 また、食生活指針ということにつきましても推進を図っているということにつきましても記述をさせ

ていただいております。  

 次に食料産業ということでございますが、農業、食品産業といったものを通じまして、「食」を提供

する食料産業というものにつきまして分析をさせていただいております。特に農業と車の両輪、食

品産業はそうだといったようなことがいわれておったわけでございますが、それ以上に、特に地域

経済の中でも非常に重要性が高まっているということにつきまして、１割産業である。全産業の国

内総生産の10％の産業であるということ、さらには地域によりましては、その比率がより高くなって

いるといったようなことについて詳しく解説をさせていただいております。  

 外食産業の市場規模自体が、デフレ過程の中で縮小傾向にある中で、中食の市場規模は増加

をしているということでございます。  

 また、地域の取組という中で、地場産食材を活用している事例、さらには食品産業と農業の連携

といったような事例を右の方で、四角の中で解説させていただいております。  

 12ページをお開きいただきたいと思います。「世界の農産物需給と食料自給率」ということでござ

いますが、特に世界の食料需給は中長期的に逼迫の可能性があるということにつきまして記述を

しているわけでございますが、2050年には人口が93億人に達している。その中で、農地面積自体

の砂漠化といったようなものの進展ですとか、単収の伸びの鈍化といったようなことが進展してい

るということでございまして、特に異常気象による干ばつというようなことでは、最近ではオーストラ

リアで異常な干ばつがあったというようなこともございました。  

 中国の食料需給ということで、中国の食料需給の構造が大きく変わっておりまして、大豆というも

のにつきまして、特に最近では相当大きな輸入国に転化をしているといったようなこと、さらには中

国自身の肉類の消費の伸びといったようなことから、それが世界の食料、それから穀物の需給に

影響を与えるであろうといったようなことについて記述をしております。  

 一方で、世界の栄養不足人口について、アジア、アフリカ等で大変多数の方々がそれに苦しん

でいるということでございます。  

 13ページをお開きいただきたいと思います。我が国の自給率自体は、右下にございますように

継続的に低下をしているということでございまして、カロリーベースでみますと40％という水準にな

っているわけでございます。その中で、農産物輸入自体は、中身をいろいろと変えながらも傾向的

に相当高い水準にあるということでございまして、その中身といたしましては、特に最近では、生

鮮野菜の輸出国である中国への依存度が増しているといったようなことについて分析をしており

ます。  

 また、世界最大の農産物の純輸入国、日本はそういう国であるわけでございますが、それが同

時に、海外の農地や水資源に多くを依存している。特に1,200万ヘクタールの農地を海外から借り

ているということでございますし、また、日本が使っている水と同程度の水を世界から輸入している

というようにも考えられるというようなことにつきまして、バーチャルウォーターというような概念、さ

らには、輸入におきまして非常にエネルギーを多消費しているということにつきまして、フード・マイ

レージといったような概念を使いまして解説をさせていただいております。  

 食料自給率につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。  

 14ページでございます。「諸外国の農業政策とＷＴＯ等をめぐる動き」ということでございまして、

そこの右の方にございますように、ドーハの閣僚宣言によりまして、ＷＴＯの交渉につきましては、

いわゆる一つのスケジュールが決まっておるということでございまして、2003年の３月というのが

農業モダリティの確立の一つの期限ということになっているわけでございます。これに向けまして、



さまざまな動きということを解説させていただいているわけでございますけれども、アメリカの農政

というものが最近でどう変わったか。特に新しく価格変動対応型支払いということで、アメリカでは

１度は固定支払い型の農政に移行したわけでございますけれども、昨今の農産物価格の動向に

対応しまして、そういった新しいやり方といいますか、不足払いといったものにやや近いわけでご

ざいますが、そういったやり方をしていること、さらにはＥＵの共通農業政策の改革の方向性といっ

たようなことについて書かせていただいております。  

 ＷＴＯの交渉の中身でございますが、３月のモダリティ確立に向けましてさまざまな議論がされて

いるわけでございますけれども、２月に農業会議の議長であるハービンソンという方からの一次的

な案が出ておりまして、それにつきまして記述をしておりますけれども、これにつきましては、３月

末に向けましてさまざまな動きがございますので、最新の動きを含めて記述をさせていただきたい

と考えております。  

 15ページには、モダリティ１次案というものと、各国、特にＥＵと日本、さらには米国・ケアンズ、途

上国、こういった大きく３つの対立軸があるわけでございます。これに、それぞれがどういったこと

を主張しているかということにつきまして書かせていただいております。日本におきましては、多様

な農業の共存ということが図り得る農業モダリティということであるべきだという主張を繰り返して

いるところでございます。  

 15ページの(3)でございますが、各国との経済連携強化ということで、ＷＴＯの農業交渉というも

のと、また独立の動きといたしまして、ＦＴＡといったような動きがさまざまされているわけでござい

ます。いわゆる関税を相互に、相手国との関税撤廃をしていくといったようなことを内容とする協

定の取組ということでございまして、最近では、日本と韓国、日本とメキシコといったような間で、そ

れからＡＳＥＡＮとの間でさまざまな動きがあるということについて記述をさせていただいておりま

す。  

 16ページをお開きいただきたいと思います。ここからが第Ⅱ章ということでございまして、「構造

改革を通じた農業の持続的発展」という農業の分野の記述でございます。  

 まず「農業経済の動向」につきまして、先ほどの食料消費のところで申し述べましたけれども、農

産物価格の連続的な下落といったような中で、農業自体なかなか、農業の交易条件といったよう

なものが悪化をしているということ、さらには農家経済の動向ということにつきましても、農業所得

もそうでございますけれども、農外所得の減少というものも非常に厳しく農家経済にはきいている

ということで、それを分析をしております。  

 17ページをお開きいただきたいと思います。農業労働力の状況ということでございます。これに

つきましては、高齢化が進展をしていることですとか、昨今、新規就農者がどういった動向になっ

ているかということにつきまして、さらには、女性の農業者、特に農業就業人口の６割が女性でご

ざいます。こういった女性の農業者の起業活動等の動きということにつきましても記述をさせてい

ただいております。  

 18ページをお開きをいただきますと、「農業の構造改革の現状と課題」ということでございますけ

れども、構造改革の進展ということで、特に経営規模といったようなものがどう動いているかという

ことでございますけれども、品目別にみますと、特に稲作の動向というものにつきまして、イのとこ

ろで書いてございますけれども、稲作部門においては、構造改革が著しくおくれている状況だとい

うことでございまして、後で申し述べます米政策の改革ということも、こういったことをどうしていくか

ということの問題意識のもとに行われたということでございます。  

 「農業の構造改革に向けた課題」というところにございますが、特に全体的に上規模層へ進展し

ていくというよりは、下位階層へ分化するといったような傾向がみてとれるということで、構造改革

の後退的な動きというものが懸念されているということでございます。  

 19ページをお開きいただきますと、担い手というものがどうなっているかということでございます

が、認定農家の状況といったようなことにつきまして、16万7,000人に到達したということでございま

すが、さらに、その経営の改革に向けてさまざまな課題があるということについての記述をしてお

りますし、法人化の推進ということにつきまして、特に最近、農業法人、生産法人の数がふえてお



りますけれども、その企業的農業経営に向けてのさまざまな環境整備が必要だということについ

て記述をさせていただいているということでございます。  

 20ページをお開きいただきますと、少し経営の中身を分析いたしまして、大規模経営の状況につ

いてでございますけれども、特に経営規模の動向というものに照らしまして、③のところにございま

すけれども、大規模層ほど、例えば経営の多角化といったような努力をされているという状況につ

いて書いてございます。農産物の加工ですとか直売といったようなこと、さらには契約生産といっ

たような取組が大規模層になるほど比率が高いといったようなことについて、右下にグラフがござ

いますが、書かせていただいているということでございます。  

 21ページをお開きいただきますと、「農地の確保と有効利用」ということでございますが、農地の

権利移動の状況ということにつきまして、さらに利用集積といったようなものの取組が必要だとい

うような状況ということを書いてございます。  

 また、農地の利用集積に当たって、大区画ほ場整備といったようなものと一体的に行われること

が非常に効果的であるというようなことの分析もしております。  

 次に、農業を支える役割を果たす農協でございますが、さまざまな問題をもっているということで

ございまして、特に営農・経済部門といったものの取組をどうしていくかということが大きな課題に

なっているということを記述しておりますし、また、生産資材コストの削減といったようなものにつき

まして、一層の取組が必要だということについて書かせていただいております。ただ、一面で非常

にいい取組をされている農協もありますので、それを、右にございますような浜松のとぴあ農協と

いったような取組の事例も紹介しております。  

 22ページをお開きいただきますと、米政策の改革ということで、米政策改革大綱の中身なり、そ

の方向性といったことについて書かせていただいておりますが、今回、これを一つ裏づける食糧

法の改正ということにつきましても、国会に提出をしたというところでございまして、今後、特にこの

夏に向けまして予算編成といった中で、その改革の具体像をどう示していくかということが課題に

なっております。  

 23ページをお開きいただきますと、それぞれ品目ごとの状況ということで記述をしておりますが、

ここは割愛をさせていただきます。  

 25ページからでございますが、活力ある美しい農村と循環型社会ということで、農村に関する記

述でございます。まず「農業の自然循環機能の維持増進」につきまして書かせていただいておりま

すが、その中で特に、自然循環機能を活用した生産方式の普及ということにつきまして、有機ＪＡ

Ｓの認証制度といったようなものの認証農家がふえているというようなことについても書かせてい

ただいております。  

 26ページでございます。農業の有する多面的機能ということでございますが、右にございますよ

うな日本学術会議といったところでの答申を受けまして、それに基づいて三菱総合研究所の方で

貨幣評価をしているものをそこに掲上しております。こういった中で、国民の理解の向上と、多面

的機能ということにつきましての理解の向上に努めることが必要だということについて記述をして

おります。  

 また、中山間地域でございますけれども、中山間地域の今の状況ということについて、事例も含

めまして、特に右下にございますような農業、林業、漁業関係者が連携して農地・森林等の保全を

図るような取組ということで、愛知県の矢作川の事例といったようなものも記載させていただいて

おります。  

 27ページでございますが、自然循環機能ということの中の一つとして、バイオマスというものにつ

いて書かせていただいております。バイオマスを活用して、どうやって循環型社会の形成に寄与し

ていくかということでございます。表10にございますような実用化ないし実証段階にあるバイオマス

の利活用ということで、かつては、ただ単に堆肥といったようなところの利用にとどまっていたわけ

でございますが、これを、例えば熱エネルギー、さらには電気エネルギーというものに転換する技

術が今かなり進展をしている。さらには、生分解性プラスチックということで、食品のトレーですと

か、そういったものに活用するという道も開けているということでございます。農林水産省におきま



しては、ここには書いてございませんけれども、食堂で生分解性プラスチックを使って食器に活用

するといったようなことも今年中にやるという予定でございます。  

 28ページでございます。「農村の現状」ということで、引き続き東京圏への人口集中ということで、

地方圏の人口は引き続き減少。  

 さらには高齢化が非常に進展をしております、ということでございます。特に65歳以上の高齢化

世帯員の比率が非常に大きいということでございまして、約３割ということでございます。  

 最近では、農村においても完全失業率が増大しているというような状況でございます。  

 29ページでございますが、農村の活力をもう一回取り戻すというための活動をどうしていくかとい

うことでございますが、今の農村の現状の中では、非常に大きな財産があるということにつきまし

て、事例をつけまして紹介をさせていただいているということでございます。また、それを国民的に

再評価する動きがあるということでございまして、そういった農村の活性化の取組には、まず内発

的な活性化の推進という観点から、市民農園ですとか、グリーン・ツーリズムといったようなものの

取組が行われているということで、右にございますような市民農園を核として取り組まれている兵

庫県の八千代町の事例ですとか、農家民宿といったようなものを活用して交流人口を著しく増大

させている大分県の安心院町の事例といったようなものも紹介させていただいております。  

 30ページをお開きいただきますと、農村の社会基盤といったものがどうなっているかということで

ございますが、基礎的な生活環境というものにつきましての整備水準というものは、依然として低

水準であるということでございます。ここら辺をどのように今後整備していくかということが引き続き

課題であるということでございます。  

 特にインターネット等の利用ということでございますと、これがデジタルデバイドといったようなこ

とにならないように、格差をつけないで、農村においてもそれが活用できるような形をどうつくって

いくかということも大きな課題になっているわけでございます。  

 そういった内容を紹介させていただきながら、この要旨というものを踏まえまして、まず動向を記

述した上で、資料にございます「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策」という

ものをまとめているわけでございますが、こちらにつきましては、ちょっと特徴だけご紹介させてい

ただくということにとめたいわけでございますけれども、まず、構造でございます。  

 目次をお開きいただきますと、15年度において講じようとする食料・農業・農村施策というところ

で、目次をごらんいただきますと、『「食」と「農」の再生』という特集を組ませていただいておりまし

て、特に「食の安全と安心の確保」なり「農業の構造改革の加速化」「都市と農山漁村の共生・対

流の推進」といったようなことなりを、特集ということでまとめて記載をしております。  

 それに続きまして、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ章ということで、先ほどご説明いたしました食料の安定供給、農業

の持続的発展、農村の振興ということにつきましての15年度に講ずる施策ということで、例えば提

出いたします法律案、さらには15年度予算案に基づきます施策を、こういった形で紹介させていた

だいているということでございます。１つは、極力わかりやすくするということで、ぱらぱらとめくって

いただきますと、中に、図ですとか写真ということを極力多用しまして、なるべくわかりやすくご理

解いただけるようにという工夫をしております。  

 一番後ろにございますけれども、15年度に開催予定の審議会等の状況、特に国民に対して情報

をいかに的確に開示していくかという観点も含めまして記載をさせていただいております。  

 今日はご説明いたしませんでしたけれども、14年度において講じた施策ということで、参考資料

３というものがございますが、これは講じた施策ということでございますので、単元ごとに淡々と記

載しているわけでございますが、今年の場合、87ページをお開きいただきますと、「食料・農業・農

村政策日誌」ということで、87ページ以降に平成14年度になりましてからの日誌を、いつ何が起こ

ったかということにつきまして記載をするということで、一つの新しい取組でございますが、こういっ

たようなこともさせていただいております。  

 ちょっと説明が長くなって恐縮でございましたけれども、以上で事務局からのご説明とさせていた

だきます。  

○八木会長  どうもありがとうございました。  



 去る２月25日に施策部会が開催されまして、互選により甲斐委員が部会長に選任されました。  

 同部会において「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策（案）」についてご審

議いただいておりますので、甲斐部会長からご報告をいただきたいと思います。  

○甲斐施策部会長  施策部会長に選任されました甲斐でございます。今後ともよろしくお願いい

たします。  

 それでは、施策部会における「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策」の審

議経過をご報告させていただきます。  

 この「講じようとする施策」は、食料・農業・農村の動向を踏まえ、政府として、次年度の食料・農

業・農村施策の取組方針を明らかにするものであります。食料・農業・農村基本法上、これらの施

策は「食料・農業・農村基本計画」に沿って、総合的かつ計画的に推進することとされており、現在

の基本計画は、平成12年３月に策定されております。したがいまして、今回、施策部会において審

議を行った「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策」は、この基本計画に沿った

施策の具体化に向けた平成15年度における取組方針と位置づけられるものであると考えられま

す。  

 平成14年度における施策部会の審議経過を順を追ってご説明いたします。本年度の施策部会

は３回にわたって審議を行いました。  

 まず、昨年７月30日に、各省庁における平成15年度予算の概算要求とりまとめの時期に当たっ

て第６回施策部会を開催し、農林水産政策の抜本的な改革の方向を示す『「食」と「農」の再生プ

ラン』とこれに基づく取組や、政策評価結果の概要等について説明を受け、これらも踏まえて「講じ

ようとする施策」の策定に向けた基本的考え方を審議いたしました。  

 この際には、農業への株式会社参入に対する基本認識や、水田農業における需給のミスマッチ

と技術基盤の整備の必要性、農業に対する国民・消費者の合意形成の必要性等について意見が

ございました。  

 次に、昨年の10月24日に開催した第７回の施策部会において、最近の食料・農業・農村の動向

等について聴取するとともに、各府省において、財政当局と調整中の食料・農業・農村関連施策

のポイントの説明を受け、これらを踏まえつつ、「平成15年度において講じようとする食料・農業・

農村施策」の構成について議論を行いました。この結果、「講じようとする施策」においては、

『「食」と「農」の再生プラン』等直近の政府の基本方針を反映させるものとし、『「食」と「農」の再

生』という特集を設けることになりました。この際に、食育の進め方について工夫をすべきとの意

見、それから構造改革特区における株式会社の農業参入についての議論、リスクコミュニケーシ

ョンの必要性についての議論がありました。  

 最後に、平成15年２月25日に第８回施策部会が開催されました。ここでは、「食料・農業・農村の

動向に関する年次報告（案）」の要旨等について説明を事務局から聴取いたしました。また、平成

15年度政府予算案等の内容を盛り込んだ「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村

施策（案）」について議論を行い、各委員からご了承をいただきました。  

 この部会では、食育の重要性について指摘があり、認定農業者制度の見直しや食品の安全・安

心の確保等について議論がありました。今お手元に配布されている資料２の「平成15年度におい

て講じようとする食料・農業・農村施策（案）」は、以上ご紹介した審議を経てとりまとめられたもの

であります。  

 最後になりましたけれども、審議会の委員の任期の関係上、１月に委員の交代があったことか

ら、新たに任命された委員、専門委員には、一連の議論の途中からの参加となってしまいました。

こうした本年度の事情を踏まえて、来年度においては、なるべく早い時期に委員、専門委員にご

参集いただきまして、ご意見を交換する機会を設け、皆様に十分ご討論いただけるよう部会運営

に当たりたいと考えております。事務局には、この趣旨を十分受けとめていただいて対応していた

だきますようお願いいたします。  

 以上でございます。  

○八木会長  どうもありがとうございました。ただいまご報告いただきました案につきまして、ご意



見を伺いたいと存じます。どなたからでも結構でございますので、ご意見、ご質問等ありましたらお

願いいたします。  

○宮田委員  私は、今ご報告いただきました報告の案の中で、非常に表現的にはいいのですけ

れども、もうちょっと加筆する部分といいますか、そういった面があっていいのではないかというこ

とで、ちょっと意見を申し上げたいと思うのです。  

 実は、本文では、57ページから72ページまで、いわゆる食料の自給率と非常に関連があります

ＷＴＯの問題の記述があるわけでありますけれども、今の日本の食料の需給というのは40％とい

うことで非常に低い、そういったことが、非常に海外の依存度が高いという中で、第３節の中でも、

輸入しているために海外依存に抱える問題点ということで、輸入しますと水と土の問題がございま

すので、それから輸送にかかる二酸化炭素、そういった公害をまき散らす問題等々ありまして、非

常に具体的に書かれておりまして、いろんな面で国民はわかっていても、単純に食料を買うのだと

いう意識以外を、ちょっと見過ごしがちなことが表現されておりまして、私は非常に適切な記述だと

思っております。  

 そんなことと関係いたしまして、それと絡めて、今ＷＴＯの問題が大きな問題としてクローズアッ

プされているわけでありますけれども、必然的に国内の需給を高めるということと、いわゆる輸入

の問題とが微妙に絡まって大きな問題で、これを切って離せないという今、実情にあるわけであり

ますけれども、そういった中で、単純に食料を輸入するということもありますけれども、１つには、農

業依存するということが、多面的機能ですとか、食料の安全保障ですとか、いろんな大きな問題を

抱えている。そういったものも、ここ10年ぐらい前からみますと、かなり国民の意識の変化といいま

すか、非常に関心は高くなっている実態があるわけでありますので、今ずうっとみますと、例えば

自給率の現状、それに続く食料の安全保障、多面的機能を維持していく中での輸入の問題、いわ

ゆるＷＴＯの動きの中でも、実態はこうなってますよ、国としてどういう動きをしてますよ、ということ

の記述はあるのですけれども、食料の需給と輸入、ＷＴＯと絡んだ中で国民の関心、意識の変化

がどうなってきたかとか、国民自体がこれに対するどういう具体的な行動、動きをしているというこ

とを加えて記述しておくと、僕は非常にいいのではないかと思うのです。ただ、国の働きとかいろ

んなことより……。  

 例えば、私も経験も含めてですけれども、過去の米の輸入の問題になったときの国民的意識と

いうのは余り高くなかった。単純によそから買えばいいのだという気持ちはかなり国民全体に浸透

した。ところが、それがだんだん、あれ以来今日に至るまでは、さっきいったように、我が国の食料

の需給ですとか、国の農業を支える中で、地域の保全だとか環境の保全だとか、安らぎを与え

る、やはり大事なことだなという意識、そういったものがだんだん高まってきて、さらにもっと進め

て、消費者の皆さん、ＮＧＯも含めて、自分らの力、自分らの考えを広げていこうということに非常

に大きく変化してきておると思うのです。  

 例えば先月の15日に、私どもも含めてＮＧＯの皆さんが、日本の食料を考える集会を行ったわけ

です。これもＮＧＯの方が主催をして１万人集まって、そして自分らの考えをアピールして広げてい

こう、そういった試みがだんだん多くなってきたものですから、そういった記述を、国民がしっかりと

考えて、日本の国の食料というのは大事だということを考えた。そして、より需給を高めるために

貿易も、公正、公平な貿易ルールを、国民自体として対外的にアピールしたりいろんなことをして

いこうという意識も高まってきたわけでありますから、そういった動きも記述されますと、一段とこの

中身が、国民自体にも、ああ、そうだなということがわかってくれると思うので、そういったものを加

筆していくということを、私は提案していきたいと思うのです。大事だと思うのですけれども、意見と

して申し上げます。  

○森本専門委員  ２点、質問をさせていただきたいのは、まず、第５回という審議会でございます

から、本来こういった形で、総括という言い方が適切かどうかわかりませんけれども、総括して次

につなげるという意味では、本来、役員の交代、メンバーの交代というのは、この回が終わって、

私たちの次、新任が入ってもいいのかなという気が、まずいたしました。  

 もう１点は、今、宮田委員がいわれましたのとちょっと関連するのですが、私は逆に、もう少し厳



しく意見をいいたいのは、ミニマムアクセスのときもそうなのですが、国会決議をやって、絶対米は

入れないということの中で、結局、ミニマムアクセスということで最低輸入量を入れるということを決

めました。今度でもそうなのですが、食料・農業・農村基本法という法律の中で自給率を45％にも

っていくというものをうたってあるのですね。これは基本的には法律の中にうたってある。それが基

本的にふえることはなくて、だんだん減っていっているという現状ですね、そこを、この審議会の中

でどの程度農水省に対して物がいえるのか。施策部会あたりでも物がいえるのか。結局、そうなっ

てくれば、今まで生産性の向上ということで、ちょっと突っ込みますと、土地改良事業とかにいろい

ろお金をつぎ込んできた。しかしながら、これから先、担い手とか、そういったところに育てていくと

いうことになると、基本的には今までのやり方を変えていかざるを得ないわけですね。その辺のと

ころを、どれだけこの審議会というのが意見をいえるのか、はっきりいえば。その辺を明確にして

いただかないと、私たちもこの審議会の専門委員として入っていても、この部分は、ここまでだった

らいえますよ、表面上ここまではいえますよ、ただ、これだけ突っ込んだことの話はできませんよ、

それがなければ、私が専門委員をやっておっても、極端にいえば、農業の中でいろんな意見をい

いたいと思ってますけれども、それが反映されないようだったら、私も専門委員をやっておる意味

もないわけですから、その辺のところの２点をお伺いできればと思います。  

○八木会長  審議会で発言を控えるということはあり得ないかと思うのですけれども、思ったこと

をご発言いただきたいと思いますけれども……。  

○皆川企画評価課長  ２点あったわけですが、１点目の任期の関係でございますけれども、たま

たま前回の基本計画の策定に際してのタイミングを若干引きずっているような格好で、今年の１月

の改選というようなことになって、これ自体、先ほども甲斐部会長からもお話がありましたように、

やや議論が途中で切れてしまうというようなことでの弊害があったということも我々は認識しており

ますので、そこら辺は、次回に向けては工夫をさせていただきたいというのが第１点目でございま

す。  

 どこまでいえるのかということについては、どこまででもおっしゃっていただいて結構だと思うので

す。それを、ここの場では年次報告の議論でございますけれども、当然、基本計画の策定というこ

とについても、政策審議会に諮るということでございますから、そういったことになりますと、まさに

計画自体としてどうあるべきかということについてのご議論ができるということでございますし、ま

た、それを踏まえた施策の現状認識をどうもつかということについては、この白書の議論というの

は、まさに、その認識論がどうなのかということについて、政府についていろんなことをおっしゃっ

ていただいて、それを我々も反映させていただくということでありますので、どこまでということはな

いわけでございまして、闊達にいろいろご議論をいただきたいということでございます。  

○坂本委員  食料の部分で少し提案をさせていただきたいのですが、14年度の施策のときにも

ございましたけれども、2000年に食生活指針が出て、その場合には国民の健康、それから食料の

消費、自給率の向上へ向けて、あるいは日本の食文化の維持という大きな５つの柱でつくり上げ

たものなのですが、そのときに食育という言葉を使いまして、それで１億2,000万の国民にこれを、

国民的運動として盛り上げようという運動が2000年にございました。それから14年の施策の検討

のときに、例のＢＳＥ問題が出てきて、急遽食品の安全性というのが特集としてトップに挙げられ

てきたわけで、これらは食料の場面で、継続して普及活動をしなければいけないということでした。

食生活指針が少しトーンダウンされてきた印象があるのですね。15年に至りまして、「食育」という

言葉があちこちにみられますけれども、この食育の内容が、ほとんど食品の安全性の確保、ある

いは国民に対する不安を取り除こうという策が提示されているわけです。食生活指針は、健康を

維持するために食品をバランスよくとりましょうという提唱であり、また自給率も、40％は維持して

おりますけれども、お米の消費量は、お米を食べましょうという提唱があったにもかかわらず減少

しているというようなことがあって、指針の認知度も、まだ20％しかありませんし、普及の効果はま

だ上がっていません。国民の健康と食料を考える場合に、提唱の中の項目というのは大変重要な

ことであろうと思うのです。  

 私は、食品の安全性というのも非常に大事なことであろうと思うのですが、食育の内容は、２つ



の要素で構成されてしかるべきだと思っているのです。１つが、食生活指針に提唱された国民の

健康と食品の消費の仕方、それから自給率を向上するというようなもろもろの問題と、もう１つは、

食品への不安を払拭するための安全性の確保の理解、その２つの柱が中にあってほしいと思い

ます。今回の15年度の講じようとする施策の中に、そのニュアンスがだんだんかげってきている感

じがするのです。ですから、「食育の促進」が22ページ、23ページに、「食育」という言葉で書かれ

ていますけれども、食育の内容に、食の安全と国民の健康と食料というように、両方の内容をこの

中に表現として入れていただくと、食育という言葉の定義がはっきりしてくるのではないかと考えま

すが、よろしくここら辺ご配慮いただければと思います。  

○山本総合食料局審議官  ただいまご指摘のございました食育につきましては、先生がおっし

ゃるとおり、ＢＳＥ問題等もございまして、最近、国民の間に定着しつつあるのではないかと思って

います。この具体的な内容については、いろいろ議論がございますし、今、先生からもご指摘があ

ったところですが、安全性という問題、またいろいろな食生活のあり方、地元のいろいろな食材を

知ることなど、幅広い内容を含んでいると考えています。そういう意味で、私どもは行政という立場

でやっておりますけれども、他方で国民会議というような形での国民運動的にもこの問題に取り組

んでいただいているところでございます。  

 食育についての最近のいろいろな表現については、食の安全に関する問題が、ＢＳＥを中心に

して特にクローズアップされたこともございますので、多少そういう観点からの表現が多いようにお

とりになられるのかもしれませんが、要するに中身としては、いろいろな問題があるし、かつ非常

に幅広い問題である。また多角的にとらえないと、やはりこの問題はいけないのだと思っておりま

すので、私どもそういう観点から、厚生労働省、文部科学省とも連携をとりながら取り組んでいると

ころでございますので、今後さらに努力をしてまいりたいと考えております。  

○皆川企画評価課長  もう１点、食生活指針について、もう少し記述内容なりも充実するという

のも一つの考え方だと思いますので、そういった点も含めて、記載内容については検討させてい

ただきたいと思います。  

○横川専門委員  私は本日が二回目の会議出席ですが、事務局からの提案をお聞きする限り

では、全体的に「消費者に軸足を置いた提案」の部分がやや不足しているような気がします。  

まず、当たり前のことですが、 モノというのは「生産者が作った」から売れるのではなくて、「消費者

が買う」から売れるわけですね。本格的に農業を改革するのならば、もう少しマーケティングの視

点から考える必要があると思います。自給率は何故40％になってしまったのか、それは、作る方

が悪いからなのか、食べ方が変わったのか、といったことを追求していくと何が見えてくるでしょう

か？ 商品はその価格と品質で売れるわけですから、40％に落ちたのは価格と品質に足りない点

があったということを反省する必要があります。その上で改善をするための制度が必要になってく

るのです。例えば、青果の場合、生産地の出荷価格と消費地の販売価格が極端に言って３倍とな

ることがあるなど、流通システム上の問題提起がなされていないと思います。  

 また、情報システムをもっときちんと整備しないといけません。ＢＳＥに関係してトレーサビリティ

だけの構築ができればそれで情報システムは完成だと思われては困るわけでして、「食」について

の情報提供というのは、どんなものがどこでとれたのか、それはどんな特徴があって、どういう食

べ方をしたらいいのか、食育とは違った次元でもっと情報の整備をしていかなければいけないと思

います。  

 最後に申し上げたいことは、今は、これまでの農政について云々することよりも、これからの農

業についての検討を優先しないといけないのではないかと思います。農業の指導方法を将来に向

けて変えていくこと、例えばインターネットを使って農業の質問を受けたり指導やアドバイスをした

りする仕組みを既に実用化して行動している人たちもいます。そういった形で、農家の人たちが本

当に困った時にどうするのか、生産性向上するためには何が問題なのか、その辺を仲間同士で

話をしながら改善をして自分たちの将来の夢を自分たちで切り開くという動きを応援する体制を整

えないといけないと思うのです。そんなことを含めて、新しい時代への対応にどれだけ農林省とし

て人手とお金と時間をかけていくのかということを今やらないと、改革にならないのです。やはり、



消費者と農家に軸足を置いて、消費者と農家がどうやったらうまく結びつくのかという議論をもっと

やっていただくことが最重要だと思います。  

○八木会長  ありがとうございました。  

 ただいま北村農林水産副大臣がみえられましたので、ごあいさつをいただきたいと思います。  

○北村副大臣  おくれてまいりまして、まずおわびを申し上げます。本来でございますと、大島理

森農林水産大臣がまいりまして、皆様方にごあいさつを申し上げるところでございますが、国会審

議でどうしてもこちらへまいることができません。大臣からあいさつの代読をせよということでござ

いますので、代読をすることをお許し賜りたい、このように思います。  

   

 第５回食料・農業・農村政策審議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。  

 委員並びに専門委員の皆様方におかれましては、ご多用中のところご参集いただき、厚く御

礼申し上げます。  

 我が国農林水産業と農山漁村は、人の「いのち」を支える食料の供給という使命を担い、農

地・森林・海を通じた資源の「循環」、環境との「共生」を実現する重要な役割を果たしておりま

す。私は、この「いのち・循環・共生」の基本的な枠組みづくりを国の責務として受けとめ、環境

の保全を初め多面的機能を十分に発揮できる農林水産業や農山漁村のあり方を常に意識す

るとともに、食の国際化の中での国民の食料確保に向けた中長期的戦略をもって事に当たって

まいる決意であります。このため、「食料・農業・農村基本法」並びに「食料・農業・農村基本計

画」に基づき、昨年発表した「食と農の再生プラン」の着実な進展を基本としつつ、食の安全と

安心の確保、米政策改革の着実な推進、ＷＴＯ交渉等への対応など、当面する課題に積極果

敢に取り組んでまいります。  

 本日お諮りしております「平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策（案）」は、

このような観点からも、極めて重要なものであると考えております。この「講じようとする施策」

は、食料・農業・農村基本計画に則し、食料・農業・農村の動向を考慮して、その年度にどのよ

うな施策を講じるかということを国民の皆様に明らかにし、国民合意に基づく施策の推進に寄与

するものであり、「食料・農業・農村基本法」の理念を具体化する上で非常に重要な役割を担っ

ております。本件につきましては、昨年７月以降、３回にわたる食料・農業・農村政策審議会施

策部会でのご審議をいただき、先月末に部会としての結論をとりまとめられ、本日、当審議会に

おいて諮問を行う段階までまいったところでございます。皆様方におかれましては、何とぞよろ

しくご審議のほどをお願い申し上げ、本日、当審議会においてご答申いただいた上は、閣議決

定を行い、皆様のご理解とご支援をいただきながら、その推進に全力を尽くしてまいります。  

 委員、専門委員の皆様方には、これまでのご尽力に対しまして、重ねて御礼申し上げますとと

もに、今後とも農政の推進について、引き続きご指導、ご鞭撻をいただきますようお願い申し上

げまして、私のあいさつとさせていただきます。  

 平成15年３月13日                 農林水産大臣 大島 理森   

   

 代読。  

○八木会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、引き続き審議を続けてまいりたいと思います。  

○皆川企画評価課長  横川委員からのご指摘がございましたので、ちょっとお答えをさせていた

だきます。いわゆる農業自体が消費者から支持されないと立ち行かないのだということでございま

すけれども、要旨のところでの「はじめに」というところで基本認識を書いておりますので、少しお

目通しいただきたいと思いますけれども、参考資料の１ページでございますが、「はじめに」のとこ

ろの中に「食」と「農」ということで書いております。中段あたりでございますけれども、「これまで以

上に消費者の視点を重視し、食料の安定供給の確保を図っていく必要がある。さらに、食の安全

と安心は消費者の信頼のうえにのみ醸成されるものであり、消費者の支持があってこそ我が国の

農業生産、食料供給が成立していることを原点に立ち返り再考する必要がある。」という基本認識



をここでは述べさせていただいております。  

 食料の関係の流通の部分について、もう少し踏み込みが足りないのではないかという観点なり、

普及指導ということについてご指摘があったわけでございますけれども、実は今、農林水産省の

中で流通研究会というようなことですとか、普及についても、そのあり方について議論する場を設

けておりまして、普及については３月末を目途に一応のとりまとめをしようということで、普及事業

自体が、農業技術自体がかなり高度化をしていたりとか、農家の方々にかなり高い技術レベルの

方々が出てきているということを踏まえまして、普及指導のあり方をどうすべきかということを議論

しておりますので、そういったことを踏まえまして、あと食品流通につきましては、流通研究会とい

ったようなものの報告も踏まえて、来年度に向けまして実態把握をした上で、また記載させていた

だくというようなことで検討させていただきたいと思っております。  

○横川専門委員  情報システムの問題についてはどうですか。  

○皆川企画評価課長  情報システムについては、農村のＩＴの状況なりは書いてございますけれ

ども、それにつきましても、また研究させていただきたいと思います。  

○安土専門委員  私、前の審議会のときに食料自給率を45に上げていくということについて、極

めて少数意見だったのですが、それは無理じゃないでしょうかと。40％を維持するというところでい

くのが当面の目標で、その後上げていくということが必要だと言いました。こういう形でおりていっ

たグラフが、短時間のうちにＶ字型に回復するということは、無理があるのではないかということを

申し上げたのです。しかし、45ということで、皆さんの大勢でそういう方向になったのですけれど

も、やはり今も同じような気がいたします。そして、先ほどの横川委員の話のように、「平成15年度

において～施策」（案）、66ページに、「国民の食生活」云々という３行のところで、食料自給率の低

下の大きな要因になっているというのを、「米の消費が減少し、畜産物や油脂の消費が増加する

など我が国の食料消費が大きく変化する一方で、国内生産がそれに十分対応できていないこと

が、食料自給率の低下の大きな要因の一つとなっている。」と表現していますが、これは、こういえ

ばこのとおりだと思うのですが、本当に食料自給率がなぜ下がったのかということについてのもっ

と突っ込んだ、いわばもう少し露骨な分析が出されてもいいのではないか。そういう分析から出て

くる原因を変えない限り、食料自給率はもとには戻っていかないわけです。そのあたりが、非常に

あっさりと書かれており、一番重要なところが抜けているような気がいたしました。  

 さらに、これも前の審議会で私が申し上げたことですけれども、今の項目の下のところに、「ま

た、食べ残しや食品の廃棄等によりかなりの食料資源が無駄になっている状況」だとあります。資

源のムダ使いをなくす、ゴミを減らすという点では、そのとおりだと思うのですが、食料自給率を高

める目的の一つに食料安保、すなわち、食料危機に対応するということがあると思うのです。食料

危機に対応するためには、むしろ日ごろ食べ残しなどがあって、多少ゆとりがある方が、当然のこ

とながらいいわけです。変な話ですけれども、捨てるものが７割ぐらいあれば、自給率40％でも捨

てるのさえやめればたちまち食べていけるわけですから、したがって、社会全体の道徳としてのご

みを少なくしようということはまったくもっともとしても、食料自給率を高めることの目的の関係でい

うと、多少緩みがあった方がいい。これは家庭でも会社でも皆そうですが、少し緩んでいた方が、

いざというときに対応できるということがあるので、ちょっとそのあたりが矛盾しているのではない

かと思います。その考えは今でも変わっていません。先の問題としても、まじめに考えておくべきこ

とのように思うのですが。  

○安髙委員  前回の審議会でもちょっと質問させていただいた、いわゆる市場経済と生産調整

の考え方ですけれども、やはり今でも私は、長期的にみてきちんと整理しなければいけないと思っ

ております。私は、今行われている生産調整が是か非かというものではございません。農協に所

属しておりますから、それなりの立場というものはございますけれども、考え方としてお伝えしてお

きたいのは、食糧管理法を変えたということは、食料を管理しない、だから市場経済に移らなけれ

ばいけない。市場経済に移るということは、20年、30年というスパンの中で移るということを示さな

ければいけない。にもかかわらず８年後、やはり生産調整を、システムを確立するというようなこと

をおっしゃっている。それをまた、わかりやすくいえば民間にやれというようなことになっている。生



産調整を残すのであれば、これは国が制度として責任をもってやるべきだ。ただ、私は、それがい

いといっているわけではない。ただ明確にしてくださいということなのです。だから、生産調整を残

し、相当な機関が関与するのであれば、これは食料管理をきちっとやるべきです。市場経済に移

れば、農業以外の、生産の現場以外では、消費の部分に関してかなり混乱が起こってくるかもし

れません。そこに対してどういう覚悟を決めて対応するか、これが国の役割です。この国の役割か

ら逃げて、中途半端な生産調整に逃げているとしたら、これは政治が政治の役割を果たしてな

い。それを果たさないで農業の生産現場に矛盾だけを押しつけるのですか。  

 先ほどあちらの方の意見として、農業の生産力が向上しない、自給率が向上しないということが

ありましたけれども、私は、生産調整というのは、基本的に手かげんして生産しなさいということだ

と思っております。手かげんしているところが生産力向上するわけございません。自給率も向上す

るわけありません。私は、生産調整しなさいとか、した方がいい、するべきではないといっているわ

けではない、政治として、はっきり明確に示すべきだ。30年後の方針を示さなければ、担い手なん

て入りません。新しくこの業界に、農業に入る人は、20年、30年後を見据えてのことですから、国

が、８年後がこうですよ、その先わかりませんよといわれたら、新しく入る人は、国のいうことは聞

きません。  

 その意味で、農政の長期的な展望、長期的な政策と方向性、ビジョンをどう考えていらっしゃる

か、前回お伺いしたときに、20年後、30年後は、わかりやすくいうと考えてないというような返事だ

ったと思います。今日は、20年後、30年後はお伺いしません。20年後、30年後のビジョンが必要と

思われているのか否か、それをつくろうと思っていらっしゃるか否か、これをまず第１点として聞き

たいと思います。  

 もう１つ、少し話は小さくなりますが、いわゆる法人化推進の件ですが、最近になって、農村の集

落段階では、かなり法人化という話が来ているというので、かなり集落段階、農家段階では、この

法人化意識されてます。政策のメリットを享受するためには、無理やり法人化しなければいけない

のではないだろうかというような議論が盛んになってきております。その辺、農水省は現場の方を

どんなふうにとらえているかわかりませんが、私は、法人化は、基本的に手段であって、目的では

ないと思う。ところが、現場集落では、法人化が目的かのように議論されています。これは非常に

大変なことだと思っております。  

 法人化というのは、確かに法人化して経理能力が向上するとか、金融の信用力が向上すると

か、さまざまなよさはいわれておりますが、法人化にとって一番大事なことは、明確なビジョンを描

けるリーダーがいるかいないかです。経理、経営がちゃんとできるマネジャーが育っているかどう

かなんです。これは今まで食糧管理法のもとで競争にさらされてない農村の中に、それを求める

ことは非常に困難なのです。困難であるにもかかわらず法人化さえすればバラ色の農業経営が

あるかのような誤解を受けるような政策の進め方というのは非常に問題ではなかろうかと思って

おります。人材もなく、組織目標の基本のないままに、政策にのって法人化を行う、こういうことを

していきますと、今わずかながらでも残っている地域農業、集落の人間関係などがおかしくなるだ

けのことに終わりかねないです。また、集落の目立たないところでは、集落で話し合いながら、地

域農業を維持、継続している営農団体というのもあるわけです。そういうところに法人化などを持

ち込むと、せっかくささやかながらうまくいっているところをひっかき回すということになりますので、

その辺の法人化の進め方については非常に難しい問題がある。その法人化のところについて、

国、農水省は政策の進め方をどのように考えておられるのか、先ほどの長期ビジョンとあわせて２

点、質問させていただきます。  

○皆川企画評価課長  先の見通しをどうやって国が認識しているかということでございます。まさ

に食料・農業・農村基本法の中の基本計画というものが書いておりますので、若干そこの部分だ

け読ませていただきますと、政府は、食料・農業・農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため基本計画を定めなければいかんということがございまして、これをもとに、平成22年と

いうことを一つの目安の年にしながら基本計画というのができておって、10年スパンの政策の基

本方向ということについて記述をしているということでございまして、そういった計画は私どもとして



必要だという認識でございます。  

 法人化の話は、経営局の方から……。  

○山田経営局審議官  今、委員からお話がありました法人化についてですけれども、お話があ

りましたように、この前もちょっとお話ししましたけれども、農林省としては法人化というのを目的で

はなく手段だというお話なのですが、我々もそう考えております。法人化をした場合に、非常に効

率的にできる経営もあれば、そこまでしなくても、今ちょっとお話がありました、ささやかにやってい

るものを無理に法人化して、かえって問題になるのではないかというお話もありましたけれども、

集落での取組、あるいは個々の家族経営の中でも、法人化を無理にしなくてもできるところもある

と思っています。ただ、法人化は、今お話がありましたように、それなりのメリットもあって、効率

的、安定的な農業経営に育っていくためには、経理がしっかりできているとか、あるいは自分たち

の農業をどうしていくのか、役割分担をしていく、あるいは加工なり流通のところにも手を出してい

く、そうすると、そういう経営を目指すところは法人化をしていって、先ほどお話がありましたけれど

も、リーダーなりマネジャーなりがしっかりできていくということで、その一つの契機として法人化と

いうのを考えております。  

 今ちょっとお話がありました、特に地域で、何でもかんでも法人化をしろと、集落の中でそういう

話になっているというお話でしたが、これは、多分、米の改革に伴って、特に担い手経営安定対策

の対象として、法人化しないとなかなか難しいのではないかというような話があってそういうことに

なっていると思うのですけれども、私どもとしては、特に担い手経営安定対策については、これか

ら農業を担っていかれるような、日本の農業の本当に担い手となるような方に対して支援をしてい

こうということなので、そのためには、今いいましたように経理なりがしっかりしているとか、あるい

は本当に他産業並みの所得が得られるような人が法人の中へ出てくるとかいうことが必要だとい

うような考え方ですので、そういう意味で、今お話がありました、そこまでやらなくても自分たちは

集落の中でまとまりながらやっていくからいいのだというところは、私どもは無理にやる必要もない

と思ってますし、それはそれで一つの行き方だと思っております。ですから、指導がそういうふうに

なっているのではないかというお話だったので、それは、今後それなりに、また検討していきたいと

思いますけれども、私どもの考え方としてはそういうことでございます。  

○坂本専門委員  今、安髙さんの議論は、組合長さんであるようで、驚いているのですが、集落

営農を推進なさっているのはＪＡの皆さんなのですね。私は、法人協会のお世話をさせていただい

ているもので、あたかも集落に入って我々農業法人がかき回すような発言は、ちょっと時代錯誤が

あるのではないか。おたくの地区を知りませんが、今、中山間地域は土地が泣いておりますよ。放

棄地化していく、息子はみんな街へ出ちゃった。ＪＡさんは、それをよう抑えませんでしたね、担い

手をね。ですから、みんな街へ出てサラリーマンになったですね。村を誰が守るのかと云う課題

を、政府に頼ってきましたね。我々農業法人とすれば、この村をどう守るかという気持ちでやって

おりまして、中には、あなたの気に入らんような法人があるかもしれませんが、攻撃と受けとめて

言っているわけではないんですよ、皆さんの誤解があってはいけないので申し上げているのです

が、我々法人も頑張らなければいかんのではないかと申し上げたいのです。しかし、今お答えが

あったように、法人ありきではありません。家族経営で立派にやっておられること、生命産業にお

いては、私も家族経営体が一番いいと思います。しかし、教育が変わってまいりました。したがっ

て、長男は農業をやれ、農業イコール家業イコール相続、一番理想の姿だと思いますよ。しかし現

状はどうです、過去を分析してみてください。担い手がいない。現在の自給率が悪いと、さっきから

おしかりを受けているわけです。ですから、現在の「集落営農」には問題があるから法人が悪者だ

ということ自体はちょっと気になりますので、よろしくお願いします。以上です。  

○安髙委員  坂本専門委員が、もちろんおっしゃるとおりなんです。私自身も船方農場、実は３

回ぐらい行かさせてもらいましたし、以前、うちの町にもみえていただいて話を伺ったこともござい

ます。法人化は、ある部分、非常に必要なんです。私が申し上げたいのは、法人化するということ

が目的ではなく、船方農場に坂本さんというようなリーダーがいらっしゃる。リーダーを育てる方向

にならないと、リーダーをつくり出すことが大事ですよと。リーダーとマネジャーが育てば、法人化



は自動的にできていきます。そういう法人化は必要なんです。今の農業生産を考えたら、30ヘクタ

ール、40ヘクタールつくってもやれないかもしれない。だから100、200という単位で動かせる、それ

は、もしかしたら、将来的には経営体の集合体かもしれない。そうすると非常に強力なリーダーシ

ップとマネジメント能力が必要だから、そこを育てるようにしてください。特に最初の部分とリンクし

ていきますと、生産調整を強くすれば強くするほどリーダーは育たないですよ、マネジャーは育た

ないですよというふうに申し上げたい。以上です。  

○中村（裕）委員  特別意見はございません。白書につきましては、よくまとめられていると思い

ます。毎回お願いをしていることでありますが、我々が生活していく上で、食料の安全保障の問

題、環境の安全保障の問題、あるいは夜ゆっくり休めることを含め、国防なり社会的な安全保障

の問題、こういう生活上の基本的な知識といいますか、この点が、いろんな人とお話をしていて、

非常に欠けているのではないかなと思います。この点で白書は、食料の安全保障の問題、あるい

は生態系、環境の安全保障の問題については、かなり幅広く、深く追求し、整理もされております

が、さらに欲をいうならば、175ページにあります学術会議が示した多面的機能の、特に(2)にあり

ます日本の原風景の保全の問題だとか、あるいは伝統文化の問題等を、さらに詳しく取り入れて

いただきながら、問題は、これをいかに国民の方々に知識として知っていただくかということだと思

います。これまでも努力をされておりますが、特に教育の面で、学校の中で生かされても良いので

はないかと思いますので、そういう努力も今後していただきたい。  

 もう１つ、バイオマスを取り上げておりますが、今も畜産対策でいろいろやっておりますが、ふん

尿処理問題はこれからの大変な問題だろうと思っております。人間以上の問題ということになって

おりますので早急に強力な取組みをしていただきたい。さらに、化石エネルギーの代替エネルギ

ーの問題として環境問題ともあわせ、しっかりとバイオマスを予算措置も含め、農業政策として、

考える必要があるのではないかと考えます。これは意見です。  

○長谷川委員  ただいま中村委員の方から農村の文化、自然に対する価値を学校教育の中で

というお話がありましたけれども、私もそれは非常に賛成なのですけれども、実は私、ＮＧＯで上

下流の交流事業をやっておりますけれども、基金ももちまして、お金ももって、それから都会から

人を連れていくということをやるのですけれども、なかなか地域の方が元気になってくださらないの

ですね。年次報告のところで、29ページに農村の有形・無形の財産が存在し、それを再評価する

というように書かれているのですけれども、これはだれが再評価するのかということをちょっとお聞

きしたい。私は、現地の方が、地域の方が再評価してみずから元気になっていかなければ、幾ら

都会の方が評価をしてもむだではないかと思っておりますので、現地の方が元気になるような目

線で施策を展開していくことが必要ではないかと思いますので、その点、意見として申し上げるこ

とと、この再評価については、どなたが評価するように書かれているのかをご質問したいと思いま

す。  

○皆川企画評価課長  そういったことにつきましては、まず地域住民の方々が評価をする、さら

には国民が評価をされるということで、別に行政が上から、かくのごとしということで公定的なもの

を我々が想定しているというわけではございません。  

 白書の「動向」編の本体の方の201ページに、例えばということで、農業にかかわる文化財の事

例というようなことで、有形・無形のものを、本体はカラー写真を入れまして、こんな形でも紹介を

させていただこうかな、こういったような地域で認識されているさまざまな事例ということでございま

す。そういったものをいろいろと交流というようなことを通じまして国民的理解につなげていきたい

というようなことで、いろいろと施策の方でもやっておるということでございます。  

○中村（良）委員  これは漠然とした感じのことですので、お答えいただくということでもありませ

んし、今回どうしろということでもございません。長期的にみて、私が、先ほどもちょっとご報告の中

で出てまいりましたけれども、世界水フォーラムのことでかかわって、外国といろいろやっておりま

す現場の方からこのレポートをみたときの雑多な印象でございますが、外国とのやりとりは、ＷＴＯ

を扱っていらっしゃる部局については大変よく書いてあると思うのですけれども、ほかの部局は、

どちらかというと薄いような印象があるのです。これから世界はそういうふうでもいかない世の中



になりつつあるのではないかという気がいたします。現場でやってみますと、日本の主張を一局面

だけの会議でやって、勝つ負けるだけの世界では、余りやり過ぎますと、日本が孤立するようなこ

とがよくあるのですけれども、全体的にみていろんな部門で外国とのやりとりがだんだん必要にな

ってくるのではないかと思うのです。そうしますと、こういうことの書き方の中でも、全体的に世界の

中でどういう位置づけでどうなっていて、世界とはどういうふうにかかわっていくというようなこと

が、もう少しあってもいいし、そういうことが必要な時代が来ているのではないかというように思っ

ております。以上でございます。  

○森本専門委員  これは簡単でよろしいです。きのう、テレビをみていたら、お米をＤＮＡで調べ

たら、ほとんどが全部偽装だったのですね。お米が全部、コシヒカリといってもコシヒカリではなか

ったというのがほとんどだったという話があったのです。それからすると、恐らく市場流通の中で、

私たち農家からすると、私たちはお米を経済連に出すときに、農薬を、この農薬です。肥料はこの

肥料ですというふうにちゃんとラベルを張ってやるんです。ただ、これが消費者の口に行くときに

は、どういう形で消費者の口に入っているかというのを、食品安全委員会ということで今から先、

管理していくのだと当然思いますが、その辺のところを、どの程度まで、お米でもちゃんとやるの

か、野菜でも、宮崎産といっても宮崎産じゃないかもしれないし、そういうのを全部調べるというこ

とを今から先、ここでやっていくのか、その辺のところはもうちょっと明確に教えていただければと

思います。  

○山本総合食料局審議官  ただいまのご指摘のあった点、いわゆる食の安全・安心の確保とい

うことですが、昨年以来、大変消費者の方々のご関心を得ているところでございます。ただいまご

指摘のございましたように、現在、開会中の国会に食品安全基本法、それから私ども農林水産省

も設置法改正等を提出しております。食品安全委員会と農林水産省等の各省の役割につきまし

ては、大きく分けまして、食品安全委員会は、いわゆるリスク評価ということをやる組織です。リス

ク評価というのは、食品に関し、ある危険なものについて、どういうふうな危険がありますよ、とい

うことを科学的な評価をする。それに従って、農林水産省、または厚生労働省は具体的な措置を

行うことになっています。これは、リスク管理といっておりますけれども、それぞれが役割を分担

し、食の安全・安心を確保する、そういう仕組みになっております。  

 今お話のあった表示の問題、これは安全性にかかわる部分と、いわゆる商品の品質とにかかわ

る部分とがあるわけで、後者のものは、必ずしもいわゆる安全の範囲に入るかどうかは不明確で

す。しかしながら、いずれにしろ消費者の安心という面からいうと非常に大切な問題でございます

ので、農林水産省の設置法を変えることによりまして、私どもは、先ほどご説明のございましたよ

うに、従来の産業振興部局ということから分離しまして、消費安全局、これは仮称でございます

が、そういう消費者行政を専門にやる部局をこれから本省にもつくりますし、あと出先機関にも設

置することにしています。そういう意味で農林水産省の体制は、しっかりやっていくこととしていま

すが、当然この表示の問題については、私ども農林水産省だけではできませんので、都道府県、

一方でまた、厚生労働省と共同で表示についてよりわかりやすいもの、より実効性の担保できる

ものというように、改善を図っていきたいと考えています。一挙に改革できないかもしれませんが、

改革をする方向で着実にやっておりますし、またその過程では、本審議会を含めましていろんな

方々のご意見をしっかり聞いて対応してまいりたいと思っております。  

○新開委員  私は、女性のただ１人の生産者でございますけれども、農業と直売店をいたしてお

ります。「はじめに」というところで、消費者に視点を重視して、消費者あって初めて農業が成り立

つということは、生産者側も十分理解はいたしております。特にＢＳＥとか無登録農薬とか食品表

示の問題で、非常に農家もあたふたとしまして、しっかりいいものをつくって、安全なものを皆様に

生産し提供しないといけないということは十分理解しています。しかし、逆に生産者側からいわせ

ると、農業たたきが始まったかなというぐらいに非常に大変な時代に農家がなってしまったんです

ね。消費者と生産者というのは、両輪でいくということは、武部元農林大臣も前からずうっとおっし

ゃってますように、どちらも理解し合わないと絶対解決しない問題と思います。消費者も女性が多

いものですから、女性対女性で頑張ろうということで、直売所で一生懸命交流をしております。そ



の中で、ここで日本の農業を支えないと、私たち消費者の方が大変なことになるという意識をもっ

てくださる消費者の皆さんが非常にふえたことですね。ここには紙面に出てませんけれども、一人

一人が今までの長い日本の農業と食品のあり方に少し反省が出てきたので、ある意味では、地

方の女性たちが食を変えていっているのではないかなという、いい兆しがみえているのですね。  

 それから、第２回目のときもいいましたように、トレーサビリティとかリスクコミュニケーションとか

ブランド・ニッポンとか出てますけれども、せめて片仮名用語の中に、ニッポンは日本語で、それか

らトレーサビリティとは何かということを、皆さんに聞くけど、大半がご存じじゃない。もっとわかりや

すい日本語で表現して欲しい。消費者の皆さんも、これだけ輸入農産物と国産を、地産地消とか

いっている時代に、そこら辺は一生懸命考えてほしいといわれる、やはり日本の食生活をもっと日

本らしいいいものにつくり上げるには、日本の伝統ある米を主として、食べ物を守りたいという女

性たちの思いもすごく強いので、もっとそういう視点で考えてほしいなということ。  

 もう一つ、よく言葉に、望ましい姿とか、あるべき姿とかでてくるんですね、でも、それは農家にと

ってのあるべき姿と、消費者にとってのあるべき姿というのは全然違うんです。消費者は、やっぱ

り安く、安全に買いたいし、農家側はきちんと生活がなるぐらいのことはあってほしいし、だから、こ

こで使われる望ましい姿とか、あるべき姿とかいう言葉は、消費者が思うことと農家が思うことは

違うことを頭の中に入れて文章にぜひ書いてほしいということですね。  

 米大綱ができまして、先々は自由に任されると思いますけれども、農山村を回りまして、もうどう

しようもない荒れ地がすごく多いですね。生産調整というのは、私は、例えば危機下にあるとき

に、10％か20％ぐらいの中なら生産調整という言葉でくくっていいと思います。けれども、40％以上

減反するようなものは、生産調整という言葉ではくくれない。30％以上は全く復田する可能性がな

いような実態を、もっと農林省は知ってほしい。３割というのは、農山村にしっかり、荒れてどうしよ

うもなくなっている。農家だけではなくて、農家でない人も、国民全部が空気を吸い水を飲むので

すから、国土保全として守るべき予算。農業予算とされると、いつまでも農家には補助金づけとい

うような位置づけをされてしまうのですね。だから国民が生きるために、ぜひ国土を保全しないと

いけない大地ですので、どうぞその点ももっと考えた米大綱であってほしいなと思います。よろしく

お願いします。  

○八木会長  ありがとうございました。ほかにございませんようでしたら、これで講じようとする施

策についての審議を終えたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

    ［「異議なし」の声あり］  

○八木会長  先ほど大島農林水産大臣からの諮問に対して答申をすることになりますが、私の

方で用意しました答申案をお配りしたいと思います。  

    （事務局より「答申案」を委員に配布）  

○八木会長  委員の皆様からいろいろご意見をいただきまして、また、その内容については、次

年度改善していただくべき点は改善していただくということにいたしたいと思いますけれども、平成

15年度において講じようとする食料・農業・農村施策については、別紙のとおり定めることが適当

であるということでいかがでしょうか。  

    ［「異議なし」の声あり］  

○八木会長  ありがとうございます。  

 なお、公表までの状況の変化に伴い若干の修正が必要になった場合には、会長一任ということ

でさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。  

    ［「異議なし」の声あり］  

○八木会長  ありがとうございます。それでは、そのように取り計らわせていただきます。また、

お配りした答申案を、当審議会の決定とし、答申を農林水産大臣に提出させていただきます。  

    （事務局が八木会長から決済をいただき、「答申書」を八木会長に渡す）  

○八木会長  

   

 農林水産大臣  



    大島 理森 殿  

食料・農業・農村政策審議会会長  

八木 宏典  

   

   平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策の答申について  

 平成15年３月13日付14企第668号をもって諮問のあった「平成15年度において講じようとする

食料・農業・農村施策」について、下記のとおり答申します。  

  

記  

   

 平成15年度において講じようとする食料・農業・農村施策について、別紙のとおり定めること

が適当である。  

   

   （「答申書」手交）  

○北村副大臣  ただいま八木会長からご答申をいただいたところでございます。食料・農業・農

村政策審議会の委員の皆様、また専門委員の皆様方におかれましては、熱心なご議論をいただ

きまして、まず心から御礼を申し上げる次第でございます。  

 本日、当審議会においてご答申いただきました「平成15年度において講じようとする食料・農業・

農村施策」については、閣議決定を行い、皆様のご理解とご支援をいただきながらその推進に全

力を尽くしてまいります。これまでのご尽力に対しまして重ねて御礼を申し上げながら、今後とも農

政の推進について引き続きご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、お礼とさせて

いただきます。ありがとうございます。  

○八木会長  事務局の方から何か連絡事項がございますでしょうか。  

○皆川企画評価課長  次回の施策部会でございますけれども、先ほど来ご指摘がございました

ように、タイミング等についていろいろ考慮いたしましてやらさせていただきたいと思いますけれど

も、16年度予算の概算要求の決定前にご意見をいただいておくべきだということでございますの

で、６月初旬から７月下旬にかけまして日程を調整いたしまして開催させていただきたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。  

 「動向」編につきまして、先ほど来ご説明をしておりますけれども、まだ予定稿という段階で、若

干の記述、特にＷＴＯ農業交渉のモダリティの部分なり、「水と食と農」の大臣会合の部分というこ

とにつきましては、これからの状況ということを踏まえまして記述をさせていただきたいということで

ございますので、その結果については、最終的な動向をみて記述をするということで、あらかじめ

ご了解をいただきたいと思います。  

 今日ご指摘をいただいた点につきましても、「動向」編の記述につきまして反映をさせていただき

たいと思っております。そういった帰趨を見定めるということの時間が必要でございますので、公

表期日につきましては、４月下旬以降となる見込みでございますので、あらかじめご了解をいただ

きたいと思います。以上でございます。  

○八木会長  本日は、有意義なご議論をいただいてありがとうございました。  

 これをもちまして閉会とさせていただきます。ありがとうございました。  

   

――了――


